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東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所交渉

（全農林労働組合秋田分会）

議 事 要 旨（案）

１ 開催日時：令和２年１２月８日(火) １７：２５～１７：４５（２０分）

２ 場 所：東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所 会議室

３ 出 席 者：

東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所 西野 徳康 所 長

同 小林浩比古 庶務課長

全農林労働組合秋田分会 後藤 雅裕 副執行委員長

同 加藤 久信 書記長

同 門傅 充香 執行委員

４ 議 題：労働諸条件の改善について ほか

（全農林労働組合秋田分会提出 別紙「要求書」のとおり）

５ 議事概要

（庶務課長）

それでは、本日の交渉に先立ち、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づく

予備交渉の段階で取り決めた事項を報告します。

全農林労働組合秋田分会から提出された要求事項が「農林水産省における新た

な労使関係の構築に関する基本方針」のⅡの１の（３）に定められた要件を満た

し、交渉の対象とする事項は、要求書の記のⅠの１のうち「ＩＣＴ等を活用した

職場における厳格な勤務時間管理を直ちに実施し、」を除く部分、Ⅰの２のうち

「超過勤務の上限規制を完全に遵守するとともに、」及び「また、超過勤務手当

については全額支給すること。」を除く部分、Ⅰの３、Ⅰの４のうち「及び相談

員制度の機能化」を除く部分、Ⅰの５、６、Ⅰの７のうち「職員に対し、障害者

に対する理解を促進するための研修等を実施し、」を除く部分、Ⅰの８、Ⅱ、Ⅲ

とし、その他の事項については管理運営事項等に該当することから、要望事項と

して接受することで整理しました。

これを前提として、交渉を始めます。
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（副執行委員長）

貴重な時間をいただきありがとうございます。本日、要求項目として整理され

た部分について説明させていただきますので、よろしくお願いします。

（書記長）

今年は、新型コロナが発生し今までにない仕事の仕方となり、自然災害も多く

発生し、また、豚熱、鳥インフルも発生した中で、全体的には「新しい食料・農

業・農村基本計画」が３月に閣議決定し、また、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」に基づいて仕事を行っていますが、本年の春以降、職場の状況がどうな

のかアンケートの実施等を行い取りまとめました。

超過勤務については、働き方改革もあるし、上限規制もあるし、他律的業務も

ありますが、全体的に縮減しようという気持ちは浸透され、当局でも周知してい

ますが、実際、そういう中で仕事は回していなないといけない、対外的な業者と

の関係もあり、他律的な業務はあるとしても、全体として縮減をしていくために、

当局と実際仕事をする人のいろんな調整、相談をしてうまく仕事が回るように、

個の力を最大限に発揮できるような環境、対応をしていただけれは゛幸いだと思

います。

アンケートの中では、突出した超勤が問題であるとの声はなかったのですが、

今後も超勤で大変なんだよという声が出ないよう、対応をお願いしたい。

パワハラ、セクハラについては、アンケートでは問題はありませんでした。

セクハラパワハラと言ったハラスメントが発生すると、職場がギクシャクして

変な感じになりますし、仕事もうまくいかなくなり、力も発揮できなくなること

が予想されますので、これからも発生しないように、よろしくお願いしたい。

諸休暇については、育休介護をすべて含めて、仕事は計画的にやりながらも、

突発的に休まなければならない事があるわけです。その時に、話ができる雰囲気

のある職場にしていただきたい。

１の８にあるように、管理者と職員のコミュニケーションをとっていただき、

職場は風通しがよい、働きやすいと、みんなが実感できるようにしていただきた

い。
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メンタルヘルスについては、報道等で、不幸にしてメンタルになった方から、

命より大切な仕事はない、内にこもって悩むような環境じゃなく相談できるよう

な環境だったら、と言った話を良く聞きますので、これからも、職場で十分に配

慮し、アンテナを高くしてやっていただきたい。

人事評価については、処遇に反映するので、所長自らコミュニケーションをと

っていると聞いていますが、評価者、被評価者、双方が気持ちよく、自分の話、

言い分を言ったり、受け付けてもらえたり、相談したりと言ったことが大事だと

思いますので、能力を最大限に発揮して仕事・職場がうまく回るようにしていた

だきたいと思います。

（副執行委員長）

先ほどの説明事項の中で、管理運営事項については、交渉の対象にならないと

のことで、要望事項とさせていただきますので、回答をよろしくお願いします。

（所長）

いま、要求の背景や主旨を説明いただきましたが、 改めまして出されました要求

書に対して回答を申し上げたいと思います。

まずは、総論として、国家公務員をめぐる情勢、農林水産省、農林水産行政を取り

巻く環境が大変厳しい中、農林水産行政の推進に日々御尽力いただいていることに

ついて感謝申し上げます。

要求事項のうち、先ほど確認した交渉対象事項について回答します。

まず、Ⅰの労働諸条件の改善についてのうち超過勤務の縮減についてですが、

職員の健康管理、仕事と家庭の両立のためにも、長時間にわたる超過勤務を防止

することは重要であると認識しております。

また、限られた人員で必要な業務を行う必要性から、超過勤務は避けて通るこ

とのできない課題であると認識しております。

各管理職に対して、超過勤務の事前命令を徹底した上で、部下の業務遂行状況

を把握し、業務の効率化、業務分担の見直し等を行い、超過勤務の縮減、業務の

平準化を図るよう指示しています。

職員の皆様に対しても、計画を立て効率よく業務を進め、超過勤務を縮減でき

るようにお願いしているところです。

超過勤務上限の原則である月４５時間及び年３６０時間以内を目安とするので
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はなく、超過勤務の縮減のため、今後も必要な措置を講じてまいります。

次に、セクシュアルハラスメント、パワ－ハラスメントについては、職場の人

間関係、円滑な業務遂行等、職場環境に大きな影響を与える問題と認識しており

ます。

ハラスメント防止週間におけるポスタ－等の掲示のほか、所内研修を開催し、

ハラスメントに関する職員の認識を深め、その防止に努めているところです。

今後も、セクシュアルハラスメント等の防止策に取組、良好な職場環境の構築

に努めてまいります。

次に、年次休暇、夏季休暇の取得については、職員の健康保持、心身のリフレ

ッシュ、ひいては業務の効率化のためにも重要であると認識しております。

ゴ－ルデンウイ－ク、夏季休暇取得期間、年末年始には、所内の休暇予定を事

前に取りまとめることで、各管理職が課内の業務調整を行うなど、長期休暇を取

得しやすい職場環境の整備に努めております。

次に、ワ－クライフバランスの確保、育児休業等の取得については、仕事と家

庭の両立支援として有効な制度であると認識しております。

職員が育児休業等を取得しやすい環境となるよう、管理職と職員が日常的にコ

ミュニケ－ションをとる職場環境の確立に努めております。

次に、障害者雇用については、当事務所においても昨年から非常勤職員として

１名採用しており、障害者への配慮をするとともに障害の特性を理解し、環境を

整備することは必要と認識しております。

日々の勤務状況や体調の変化、職場環境など業務日誌を今後も記録し、また、

定期的に面談を実施しながら、よりよい環境づくりに努めてまいります。

次に、管理職と職員とのコミュニケーションを大切にし明るく働きがいのある

職場の確立については、日常的な指導・助言等、コミュニケーションを持つこと

は、所内の意識の共有や業務改善につながるほか、職場の実情の把握について基

礎的な手段として認識しております。

今後とも、日常のコミュニケーションを奨励し、何でも相談できる風通しの良

い職場環境の確立に努めてまいります。
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次に、Ⅱの福利厚生施策の充実については、職員の健康管理において重要であ

ると認識し、メンタルヘルスへの対策については、「農林水産省職員の心の健康

づくりのための指針」を基本として取り組んでいるところです。

内科医及び精神科医を健康管理医として委嘱し、職員からの健康相談に対応で

きる環境を整えております。

また、各管理職には、職員の超過勤務の状況、休暇の取得状況を把握し、精神

面を含めた職員の健康状態に気を配るよう指示するとともに、予防と早期発見に

努めております。

最後に、Ⅲの新たな人事評価制度については、評価結果が人事・給与等の処遇

に活用されることを認識した上で、期首・期末面談を丁寧に行うよう心がけ、業

務目標等への助言・指導を行い、職員の能力開発に繋がるように指導していると

ころです。

業務の打合せ等で職員と話す機会は多々ありますが、期首・期末面談は職員個

々の業務に対する取組について直接コミュニケ－ションを取る良い機会であると

考えており、今後も丁寧な対応に努めてまいります。

以上が、要求事項に対する回答でございます。

（副執行委員長）

ありがとうこざいました。

日頃の生活の中で 気づきなども出て来ると思いますので、その時その時の対

応を丁寧によろしくお願いしたいと思います。

（庶務課長）

以上で本日の交渉を終了します。






